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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成28年５月25日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」について、平成28年６月

28 日開催予定の第 53 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

記 

 

１．変更の理由 

(1) インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネッ

トで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設し、以降の条数を繰り下げ

るものであります。 

 

(2) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行にともない、補欠監査役の予選に

関する規定の項数が変更されましたので、所要の変更を行うものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります。 

 

３．変更の日程 

株主総会開催予定日  平成28年６月28日（火） 

効力発生日      平成28年６月28日（火） 

 

  

以 上 



 

【別紙】定款変更の内容 

（下線部分は変更箇所を示しております。）  

 

現 行 定 款 変 更 案 
  

（新設） （株主総会参考書類等のインターネット開示と
みなし提供） 

  第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類、事業報告、計算書類
及び連結計算書類に記載又は表示す
べき事項に係る情報を、法務省令に定
めるところに従いインターネットを
利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみな
すことができる。 

第16条～第31条 第17条～第32条 

 （条文省略）  （現行どおり） 

（選任方法） （選任方法） 

第32条 （条文省略） 第33条 （現行どおり） 

２ （条文省略）   ２ （現行どおり） 

３ 当会社は、会社法第329条第２項の規定
により、法令に定める監査役の員数を
欠くことになる場合に備え、株主総会
において補欠監査役を選任することが
できる。 

  ３ 当会社は、会社法第329条第３項の規定
により、法令に定める監査役の員数を
欠くことになる場合に備え、株主総会
において補欠監査役を選任することが
できる。 

４ （条文省略）   ４ （現行どおり） 

    

第33条～第43条 第34条～第44条 

 （条文省略）  （現行どおり） 

      

 付 則  付 則  

（施行年月日） （施行年月日） 

 第１条 本定款は、平成26年６月25日から改定
施行する。 

 第１条 本定款は、平成28年６月28日から改定
施行する。 

    

    

 

以 上 

 


